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(57)【要約】
【課題】耐ガス切断割れ性と耐摩耗性を低コストで両立
させることができる耐摩耗鋼板を提供する。
【解決手段】特定の元素からなり、ＤＩ＊と板厚ｔ［ｍ
ｍ］とが、ＤＩ＊／ｔ≧１．２を満足する成分組成を有
し、前記耐摩耗鋼板の表面から１ｍｍの深さにおけるマ
ルテンサイトの体積率が９０％以上であり、前記耐摩耗
鋼板の板厚中心部における旧オーステナイト粒径が８０
μｍ以下である組織を有し、前記耐摩耗鋼板の表面から
１ｍｍの深さにおける硬度が、ブリネル硬さで３６０～
４９０　ＨＢＷ　１０／３０００であり、板厚中心部に
おけるブリネル硬さが、表層から１ｍｍ深さ位置におけ
るブリネル硬さの７５％以上であり、板厚中心偏析部に
おける、Ｍｎの濃度［Ｍｎ］（質量％）とＰの濃度［Ｐ
］（質量％）とが、０．０４［Ｍｎ］＋［Ｐ］＜０．５
５を満足する、耐摩耗鋼板。
【選択図】　図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　耐摩耗鋼板であって、
　質量％で、
　　Ｃ　：０．１０～０．２３％、
　　Ｓｉ：０．０１～１．０％、
　　Ｍｎ：０．３０～３．００％、
　　Ｐ　：０．０２５％以下、
　　Ｓ　：０．０２％以下、
　　Ｃｒ：０．０１～２．００％、
　　Ａｌ：０．００１～０．１００％、および
　　Ｎ　：０．０１％以下を含み、
　　残部Ｆｅ及び不可避不純物からなり、
　下記（１）式で定義されるＤＩ＊と板厚ｔ［ｍｍ］とが、ＤＩ＊／ｔ≧１．２を満足す
る成分組成を有し、
　前記耐摩耗鋼板の表面から１ｍｍの深さにおけるマルテンサイトの体積率が９０％以上
であり、前記耐摩耗鋼板の板厚中心部における旧オーステナイト粒径が８０μｍ以下であ
る組織を有し、
　前記耐摩耗鋼板の表面から１ｍｍの深さにおける硬度が、ブリネル硬さで３６０～４９
０　ＨＢＷ　１０／３０００であり、
　板厚中心部におけるブリネル硬さが、表層から１ｍｍの深さにおけるブリネル硬さの７
５％以上であり、
　板厚中心偏析部における、Ｍｎの濃度［Ｍｎ］（質量％）とＰの濃度［Ｐ］（質量％）
とが、下記（２）式を満足する耐摩耗鋼板。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　記
ＤＩ＊＝３３．８５×（０．１×Ｃ）0.5　×（０．７×Ｓｉ＋１）×（３．３３×Ｍｎ
＋１）×（０．３５×Ｃｕ＋１）×（０．３６×Ｎｉ＋１）×（２．１６×Ｃｒ＋１）×
（３×Ｍｏ＋１）×（１．７５×Ｖ＋１）×（１．５×Ｗ＋１）…（１）
（ただし、上記（１）式における各元素記号は当該元素の含有量（質量％）を表し、当該
元素が添加されていない場合は０とする）
０．０４［Ｍｎ］＋［Ｐ］＜０．５５　…　（２）
【請求項２】
　前記成分組成が、さらに、質量％で、
　　Ｃｕ：０．０１～２．０％、
　　Ｎｉ：０．０１～５．０％、
　　Ｍｏ：０．０１～３．０％、
　　Ｎｂ：０．００１～０．１００％、
　　Ｔｉ：０．００１～０．０５０％、
　　Ｂ　：０．０００１～０．０１００％、
　　Ｖ　：０．００１～１．００％、
　　Ｗ　：０．０１～１．５％、
　　Ｃａ：０．０００１～０．０２００％、
　　Ｍｇ：０．０００１～０．０２００％、および
　　ＲＥＭ：０．０００５～０．０５００％
からなる群より選択される１または２以上を含む、請求項１に記載の耐摩耗鋼板。
【請求項３】
　焼戻し脆化処理と、続く水素脆化処理を受けた後の、引張試験における絞りが１０％以
上である、請求項１または２に記載の耐磨耗鋼板。
【請求項４】
　溶鋼を連続鋳造してスラブとし、
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　前記スラブを１０００℃～１３００℃に加熱し、
　前記加熱されたスラブを、板厚中心部の温度が９５０℃以上において圧延形状比が０．
７以上かつ圧下率が７％以上の圧下を３回以上行う熱間圧延を施して熱延鋼板とし、
　前記熱延鋼板を再加熱焼入れ温度まで再加熱し、
　前記再加熱された熱延鋼板を焼入れする、耐摩耗鋼板の製造方法であって、
　前記スラブが請求項１または２に記載の成分組成を有し、
　前記連続鋳造において、スラブの最終凝固位置よりも上流側で、圧下勾配が０．４ｍｍ
／ｍ以上の軽圧下が２回以上行われ、
　前記再加熱焼入れ温度がＡｃ3～１０５０℃であり、
　前記焼入れにおける７５０～３００℃の間での平均冷却速度が、鋼板の板厚をｔ［ｍｍ
］としたとき、５０００×ｔ-1.8℃／ｓ以上である、請求項１～３のいずれか一項に記載
の耐摩耗鋼板の製造方法。
【請求項５】
　請求項４に記載の耐摩耗鋼板の製造方法において、
　さらに、前記焼入れされた熱延鋼板を、１００～３００℃の焼戻し温度で焼戻す、耐摩
耗鋼板の製造方法。
【請求項６】
　溶鋼を連続鋳造してスラブとし、
　前記スラブを１０００℃～１３００℃に加熱し、
　前記加熱されたスラブを、板厚中心部の温度が９５０℃以上において圧延形状比が０．
７以上かつ圧下率が７％以上の圧下を３回以上行う熱間圧延を施して熱延鋼板とし、
　前記熱延鋼板を直接焼入れする耐摩耗鋼板の製造方法であって、
前記スラブが請求項１または２に記載の成分組成を有し、
　　前記連続鋳造において、スラブの最終凝固位置よりも上流側で、圧下勾配が０．４ｍ
ｍ／ｍ以上の軽圧下が２回以上行われ、
　　前記直接焼入れにおける直接焼入れ温度がＡｃ3以上であり、
　　前記直接焼入れにおける７５０～３００℃の間での平均冷却速度が、鋼板の板厚をｔ
［ｍｍ］としたとき、５０００×ｔ-1.8℃／ｓ以上である、請求項１～３のいずれか一項
に記載の耐摩耗鋼板の製造方法。
【請求項７】
　請求項６に記載の耐摩耗鋼板の製造方法において、
　さらに、前記焼入れされた熱延鋼板を、１００～３００℃の焼戻し温度で焼戻す、耐摩
耗鋼板の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、耐摩耗鋼板に関するものであり、特に、耐遅れ破壊特性と耐摩耗性を高い水
準で、かつ低コストで両立させることができる耐摩耗鋼板に関するものである。また、本
発明は耐摩耗鋼板の製造方法に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　建設、土木、鉱業などの分野で使用される産業機械、部品、運搬機器（例えば、パワー
ショベル、ブルドーザー、ホッパー、バケットコンベヤー、岩石破砕装置）などは、岩石
、砂、鉱石などによるアブレッシブ摩耗、すべり摩耗、衝撃摩耗などの摩耗にさらされる
。そのため、そういった産業機械、部品、運搬機器に用いられる鋼には、寿命を向上させ
るために耐摩耗性に優れることが求められる。
【０００３】
　鋼の耐摩耗性は、硬度を高くすることで向上できることが知られている。そのため、Ｃ
ｒ、Ｍｏ等の合金元素を大量に添加した合金鋼に焼入等の熱処理を施すことによって得ら
れる高硬度鋼が、耐摩耗鋼として幅広く用いられてきた。
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【０００４】
　例えば、特許文献１、２では、表層部の硬度が、ブリネル硬さ（ＨＢ）で３６０～４９
０である耐摩耗鋼板が提案されている。前記耐摩耗鋼板では、所定の量の合金元素を添加
するとともに、焼入れを行ってマルテンサイト主体の組織とすることによって、高い表面
硬度を実現している。
【０００５】
　また、耐摩耗鋼板は、一部の使用環境では、板厚が数十ｍｍの厚肉の鋼板が板厚中心部
付近まで摩耗するような使われ方をされる。そのため、鋼板の寿命を長くするためには、
鋼板の表層のみならず板厚中心部においても高い硬度を確保することが重要である。
【０００６】
　さらに、耐摩耗鋼板の分野においては、耐摩耗性を向上させることに加えて遅れ破壊を
防止することが求められている。遅れ破壊とは、鋼板に加わる応力が降伏強度以下の状態
であるにも関わらず、突然鋼板が破断してしまう現象である。この遅れ破壊現象は鋼板強
度が高いほど生じ易く、また鋼板への水素侵入により助長される。耐摩耗鋼板の遅れ破壊
現象の例としては、ガス切断後の割れが挙げられる。ガス切断時に燃焼ガスからの水素侵
入により鋼板が脆化し、さらにガス切断後の残留応力により、切断後数時間～数日経って
から割れが発生する。耐摩耗鋼板は硬度が高いためガス切断されることが多く、耐摩耗鋼
板においては、ガス切断後の遅れ破壊（以下、「ガス切断割れ」という場合がある）がし
ばしば問題となる。
【０００７】
　そこで、特許文献３、４では、成分組成とミクロ組織を制御することによって、ガス切
断等に起因する遅れ破壊を抑制した耐摩耗鋼板が提案されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】特許第４６４５３０６号
【特許文献２】特許第４７３５１９１号
【特許文献３】特許第５１４５８０４号
【特許文献４】特許第５１４５８０５号
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　しかし、特許文献１、２に記載された耐摩耗鋼板では、硬度を確保するために高価な合
金元素を多量に添加する必要がある。一般的に、合金コストを削減するためには、高価な
合金元素であるＭｏやＣｒの使用量の使用量を減らし、安価な合金元素であるＭｎの使用
量を多くすることが有効である。しかし、特許文献１、２に記載されているような耐摩耗
鋼板においてＭｎの使用量を多くすると、耐ガス切断割れ性が低下するという問題があっ
た。
【００１０】
　また、特許文献３、４に記載された耐摩耗鋼板では、ガス切断割れの抑制に一定の効果
が見られるものの、やはり遅れ破壊を防止するためにＭｎ含有量を抑制する必要があった
。
【００１１】
　さらに、ガス切断割れは硬度や板厚が大きいほど生じ易く、また板厚中心部を起点とし
て発生するため、板厚中心部での硬度が高い厚肉鋼板における割れ発生を抑制するには特
許文献３、４に記載された技術では不十分であった。
【００１２】
　このように、前記耐摩耗鋼板では、耐ガス切断割れ性と、厚肉鋼板の板厚中心部までの
耐摩耗性を高い水準で、かつ低コストで両立させることは困難であった。
【００１３】
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　本発明は、上記実状に鑑みてなされたものであり、耐遅れ破壊性と厚肉鋼板の板厚中心
部までの耐摩耗性を高い水準で、かつ低コストで両立させることができる耐摩耗鋼板を提
供することを目的とする。また、本発明は、前記耐摩耗鋼板を製造する方法を提供するこ
とを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１４】
　本発明者等は、上記課題を解決すべく鋭意検討を行った結果、耐摩耗鋼板におけるガス
切断後の遅れ破壊は、マルテンサイト組織やベイナイト組織の旧オーステナイト粒界で起
る粒界破壊を起点として生じること、および前記粒界破壊は（ａ）ガス切断によって生じ
る残留応力、（ｂ）ガス切断時に切断ガスから鋼板へと侵入する水素による水素脆化、お
よび（ｃ）ガス切断時の昇温による鋼板の焼戻し脆化の影響が重複することにより発生す
ることを見出した。なお、鋼板の板厚が厚くなると、（ａ）の残留応力が大きくなり、鋼
板の硬度が大きくなると（ｂ）の水素脆化感受性が高くなるため、ガス切断割れが生じ易
くなる。
【００１５】
　さらに、本発明者等は、粒界脆化元素であるＭｎおよびＰが濃化している鋼板の板厚中
心偏析部がガス切断割れの起点であること、およびガス切断時の昇温により、板厚中心偏
析部における前記粒界脆化元素の旧オーステナイト粒界への偏析がさらに促進される結果
、旧オーステナイト粒界の強度が著しく低下し、ガス切断割れが発生することを明らかに
した。
【００１６】
　上記ＭｎやＰの板厚中心への偏析は、連続鋳造の際に生じる。連続鋳造では、表面から
内部に向かって溶鋼の凝固が進行するが、ＭｎやＰの固溶限は固相よりも液相の方が大き
いため、固相／液相界面では凝固した鋼から溶鋼中へとＭｎ、Ｐ等の合金元素が濃化して
いく。そして、最終凝固部である板厚中心位置では、著しく合金元素の濃化が起こった溶
鋼が凝固することで中心偏析部が形成される。
【００１７】
　そこで、以上の知見を踏まえ、中心偏析部を起点とする割れを防止する方法についてさ
らに検討を行った結果、本発明者等は、連続鋳造時におけるＭｎおよびＰの中心偏析を抑
制するとともに、最終的な鋼板の組織における旧オーステナイト粒径を微細化することに
よって、鋼板全体におけるＭｎ含有量が高くとも、優れた耐ガス切断割れ性が得られるこ
とを見出した。
【００１８】
　本発明は、上記知見に基づいてなされたものであり、その要旨構成は次のとおりである
。
１．耐摩耗鋼板であって、
　質量％で、
　　Ｃ　：０．１０～０．２３％、
　　Ｓｉ：０．０１～１．０％、
　　Ｍｎ：０．３０～３．００％、
　　Ｐ　：０．０２５％以下、
　　Ｓ　：０．０２％以下、
　　Ｃｒ：０．０１～２．００％、
　　Ａｌ：０．００１～０．１００％、および
　　Ｎ　：０．０１％以下を含み、
　　残部Ｆｅ及び不可避不純物からなり、
　下記（１）式で定義されるＤＩ＊と板厚ｔ［ｍｍ］とが、ＤＩ＊／ｔ≧１．２を満足す
る成分組成を有し、
　前記耐摩耗鋼板の表面から１ｍｍの深さにおけるマルテンサイトの体積率が９０％以上
であり、前記耐摩耗鋼板の板厚中心部における旧オーステナイト粒径が８０μｍ以下であ
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る組織を有し、
　前記耐摩耗鋼板の表面から１ｍｍの深さにおける硬度が、ブリネル硬さで３６０～４９
０　ＨＢＷ　１０／３０００であり、
　板厚中心部におけるブリネル硬さが、表層から１ｍｍの深さにおけるブリネル硬さの７
５％以上であり、
　板厚中心偏析部における、Ｍｎの濃度［Ｍｎ］（質量％）とＰの濃度［Ｐ］（質量％）
とが、下記（２）式を満足する耐摩耗鋼板。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　記
ＤＩ＊＝３３．８５×（０．１×Ｃ）0.5　×（０．７×Ｓｉ＋１）×（３．３３×Ｍｎ
＋１）×（０．３５×Ｃｕ＋１）×（０．３６×Ｎｉ＋１）×（２．１６×Ｃｒ＋１）×
（３×Ｍｏ＋１）×（１．７５×Ｖ＋１）×（１．５×Ｗ＋１）…（１）
（ただし、上記（１）式における各元素記号は当該元素の含有量（質量％）を表し、当該
元素が添加されていない場合は０とする）
０．０４［Ｍｎ］＋［Ｐ］＜０．５５　…　（２）
【００１９】
２．前記成分組成が、さらに、質量％で、
　　Ｃｕ：０．０１～２．０％、
　　Ｎｉ：０．０１～５．０％、
　　Ｍｏ：０．０１～３．０％、
　　Ｎｂ：０．００１～０．１００％、
　　Ｔｉ：０．００１～０．０５０％、
　　Ｂ　：０．０００１～０．０１００％、
　　Ｖ　：０．００１～１．００％、
　　Ｗ　：０．０１～１．５％、
　　Ｃａ：０．０００１～０．０２００％、
　　Ｍｇ：０．０００１～０．０２００％、および
　　ＲＥＭ：０．０００５～０．０５００％
　からなる群より選択される１または２以上を含む、前記１に記載の耐摩耗鋼板。
【００２０】
３．焼戻し脆化処理と、続く水素脆化処理を受けた後の、引張試験における絞りが１０％
以上である、前記１または２に記載の耐磨耗鋼板。
【００２１】
４．溶鋼を連続鋳造してスラブとし、
　前記スラブを１０００℃～１３００℃に加熱し、
　前記加熱されたスラブを、板厚中心部の温度が９５０℃以上において圧延形状比が０．
７以上かつ圧下率が７％以上の圧下を３回以上行う熱間圧延を施して熱延鋼板とし、
　前記熱延鋼板を再加熱焼入れ温度まで再加熱し、
　前記再加熱された熱延鋼板を焼入れする、耐摩耗鋼板の製造方法であって、
　前記スラブが前記１または２に記載の成分組成を有し、
前記連続鋳造において、スラブの最終凝固位置よりも上流側で、圧下勾配が０．４ｍｍ／
ｍ以上の軽圧下が２回以上行われ、
　前記再加熱焼入れ温度がＡｃ3～１０５０℃であり、
　前記焼入れにおける７５０～３００℃の間での平均冷却速度が、鋼板の板厚をｔ［ｍｍ
］としたとき、５０００×ｔ-1.8℃／ｓ以上である、前記１～３のいずれか一項に記載の
耐摩耗鋼板の製造方法。
【００２２】
５．前記４に記載の耐摩耗鋼板の製造方法において、
　さらに、前記焼入れされた熱延鋼板を、１００～３００℃の焼戻し温度で焼戻す、耐摩
耗鋼板の製造方法。
【００２３】
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６．溶鋼を連続鋳造してスラブとし、
　前記スラブを１０００℃～１３００℃に加熱し、
　前記加熱されたスラブを、板厚中心部の温度が９５０℃以上において圧延形状比が０．
７以上かつ圧下率が７％以上の圧下を３回以上行う熱間圧延を施して熱延鋼板とし、
　前記熱延鋼板を直接焼入れする耐摩耗鋼板の製造方法であって、
前記スラブが前記１または２に記載の成分組成を有し、
　　前記連続鋳造において、スラブの最終凝固位置よりも上流側で、圧下勾配が０．４ｍ
ｍ／ｍ以上の軽圧下が２回以上行われ、
　　前記直接焼入れにおける直接焼入れ温度がＡｃ3以上であり、
　　前記直接焼入れにおける７５０～３００℃の間での平均冷却速度が、鋼板の板厚をｔ
［ｍｍ］としたとき、５０００×ｔ-1.8℃／ｓ以上である、前記１～３のいずれか一項に
記載の耐摩耗鋼板の製造方法。
【００２４】
７．前記６に記載の耐摩耗鋼板の製造方法において、
　さらに、前記焼入れされた熱延鋼板を、１００～３００℃の焼戻し温度で焼戻す、耐摩
耗鋼板の製造方法。
【発明の効果】
【００２５】
　本発明によれば、鋼板全体におけるＭｎ含有量を過度に抑制することなく優れた耐遅れ
破壊特性が得られるので、耐摩耗鋼板における耐遅れ破壊特性と耐摩耗性を低コストで両
立させることができる。なお、本発明の効果はガス切断後の耐遅れ破壊特性に限らず、他
の要因による遅れ破壊にも有効である。
【図面の簡単な説明】
【００２６】
【図１】連続鋳造における最終凝固位置を示す模式図である。
【図２】本発明の一実施形態における連続鋳造法を示す模式図である。
【発明を実施するための形態】
【００２７】
［成分組成］
　次に、本発明を実施する方法について具体的に説明する。本発明においては、耐摩耗鋼
板およびその製造に用いられるスラブが、上記成分組成を有することが重要である。そこ
で、まず本発明において鋼の成分組成を上記のように限定する理由を説明する。なお、成
分組成に関する「％」は、特に断らない限り「質量％」を意味するものとする。
【００２８】
Ｃ：０．１０～０．２３％
　Ｃは、マルテンサイト基地の硬度を高めるために必須の元素である。Ｃ含有量が０．１
０％未満であると、マルテンサイト組織中における固溶Ｃ量が少なくなるため、耐摩耗性
が低下する。一方、Ｃ含有量が０．２３％を超えると、溶接性および加工性が低下する。
そのため、本発明ではＣ含有量を０．１０～０．２３％とする。なお、Ｃ含有量は０．１
２～０．２２％とすることが好ましい。
【００２９】
Ｓｉ：０．０１～１．０％
　Ｓｉは、脱酸に有効な元素であるが、Ｓｉ含有量が０．０１％未満であると十分な効果
を得ることができない。また、Ｓｉは、固溶強化による鋼の高硬度化に寄与する元素であ
る。しかし、Ｓｉ含有量が１．０％を超えると、延性および靭性が低下することに加えて
、介在物量が増加する等の問題を生じる。そのため、Ｓｉ含有量を０．０１～１．０％と
する。 なお、Ｓｉ含有量は０．０１～０．８％とすることが好ましい。
【００３０】
Ｍｎ：０．３０～３．００％
　Ｍｎは、鋼の焼入れ性を向上させる機能を有する元素である。Ｍｎを添加することによ
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り、焼入れ後の鋼の硬度が上昇し、その結果、耐摩耗性を向上させることができる。Ｍｎ
含有量が０．３０％未満であると前記効果を十分に得ることができないため、Ｍｎ含有量
は０．３０％以上とする。一方、Ｍｎ含有量が３．００％を超えると、溶接性と靭性が低
下することに加えて、耐遅れ破壊特性が低下する。そのため、Ｍｎ含有量は３．００％以
下とする。なお、Ｍｎ含有量は０．５０～２．７０％とすることが好ましい。
【００３１】
Ｐ：０．０２５％以下
　Ｐは、粒界脆化元素であり、Ｐが結晶粒界に偏析することによって、鋼の靭性が低下す
るとともに耐遅れ破壊特性が低下する。そのため、Ｐ含有量は０．０２５％以下とする。
なお、Ｐ含有量は０．０１５％以下とすることが好ましい。一方、Ｐは少ないほど好まし
いため、Ｐ含有量の下限は特に限定されず、０％であってよいが、通常、Ｐは不純物とし
て鋼中に不可避的に含有される元素であるため、工業的には０％超であってよい。なお、
過度の低Ｐ化は精錬時間の増加やコストの上昇を招くため、Ｐ含有量は０．００１％以上
とすることが好ましい。
【００３２】
Ｓ：０．０２％以下
　Ｓは、鋼の靭性を低下させるため、Ｓ含有量を０．０２％以下とする。Ｓ含有量は０．
０１５％以下とすることが好ましい。一方、Ｓは少ないほど好ましいため、Ｓ含有量の下
限は特に限定されず、０％であってよいが、工業的には０％超であってよい。なお、過度
の低Ｓ化は精錬時間の増加やコストの上昇を招くため、Ｓ含有量は０．０００１％以上と
することが好ましい。
【００３３】
Ｃｒ：０．０１～２．００％
　Ｃｒは、鋼の焼入れ性を向上させる機能を有する元素である。Ｃｒを添加することによ
り、焼入れ後の鋼の硬度が上昇し、その結果、耐摩耗性を向上させることができる。前記
効果を得るためには、Ｃｒ含有量を０．０１％以上とする必要がある。一方、Ｃｒ含有量
が２．００％を超えると溶接性が低下する。そのため、Ｃｒ含有量は０．０１～２．００
％とする。なお好ましくは０．０５～１．８％である。
【００３４】
Ａｌ：０．００１～０．１００％
　Ａｌは、脱酸剤として有効であるとともに、窒化物を形成してオーステナイト粒径を小
さくする効果を有する元素である。前記効果を得るためにはＡｌ含有量を０．００１％以
上とする必要がある。一方、Ａｌ含有量が０．１００％を超えると、鋼の清浄度が低下し
、その結果、延性および靭性が低下する。そのため、Ａｌ含有量は０．００１～０．１０
０％以下とする。
【００３５】
Ｎ：０．０１％以下
　Ｎは、延性、靭性を低下させる元素であるため、Ｎ含有量は０．０１％以下とする。一
方、Ｎは少ないほど好ましいため、Ｎ含有量の下限は特に限定されず、０％であってよい
が、通常、Ｎは不純物として鋼中に不可避的に含有される元素であるため、工業的には０
％超であってよい。なお、過度の低Ｎ化は精錬時間の増加やコストの上昇を招くため、Ｎ
含有量は０．０００５％以上とすることが好ましい。
【００３６】
　本発明で用いられる鋼板は、以上の成分に加え、残部のＦｅおよび不可避的不純物とか
らなる。
【００３７】
　本発明の鋼板は、上記した成分を基本組成とするが、さらに焼入れ性や溶接性の向上を
目的として任意に、Ｃｕ：０．０１～２．０％、Ｎｉ：０．０１～５．０％、Ｍｏ：０．
０１～３．０％、Ｎｂ：０．００１～０．１００％、Ｔｉ：０．００１～０．０５０％、
Ｂ：０．０００１～０．０１００％、Ｖ：０．００１～１．００％、Ｗ：０．０１～１．
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５％、Ｃａ：０．０００１～０．０２００％、Ｍｇ：０．０００１～０．０２００％、お
よびＲＥＭ：０．０００５～０．０５００％からなる群より選択される１または２以上を
含有することができる。
【００３８】
Ｃｕ：０．０１～２．０％
　Ｃｕは、母材および溶接継手における靭性を大きく劣化させることなく焼入れ性を向上
させることができる元素である。前記効果を得るためにはＣｕ含有量を０．０１％以上と
する必要がある。一方、Ｃｕ含有量が２．０％を超えると、スケール直下に生成するＣｕ
濃化層に起因する鋼板割れが問題となる。そのため、Ｃｕを添加する場合、Ｃｕ含有量を
０．０１～２．０％とする。なお、Ｃｕ含有量は０．０５～１．５％とすることが好まし
い。
【００３９】
Ｎｉ：０．０１～５．０％
　Ｎｉは、焼入れ性を高めるとともに、靭性を向上させる効果を有する元素である。前記
効果を得るためには、Ｎｉ含有量を０．０１％以上とする必要がある。一方、Ｎｉ含有量
が５．０％を超えると製造コストの増加が問題となる。そのため、Ｎｉを添加する場合、
Ｎｉ含有量を０．０１～５．０％とする。なお、Ｎｉ含有量は０．０５～４．５％とする
ことが好ましい。
【００４０】
Ｍｏ：０．０１～３．０％
　Ｍｏは、鋼の焼入れ性を向上させる元素である。前記効果を得るためには、Ｍｏ含有量
を０．０１％以上とする必要がある。しかし、Ｍｏ含有量が３．０％を超えると溶接性が
低下する。そのため、Ｍｏを添加する場合、Ｍｏ含有量を０．０１～３．０％とする。な
お、Ｍｏ含有量は０．０５～２．０％とすることが好ましい。
【００４１】
Ｎｂ：０．００１～０．１００％
　Ｎｂは、炭窒化物として析出することで旧オーステナイト粒径を小さくする効果を有す
る元素である。前記効果を得るためには、Ｎｂ含有量を０．００１％以上とする必要があ
る。一方、Ｎｂ含有量が０．１００％を超えると、溶接性が低下する。そのため、Ｎｂを
添加する場合、Ｎｂ含有量を０．００１～０．１００％とする。
【００４２】
Ｔｉ：０．００１～０．０５０％
　Ｔｉは、窒化物を形成することによって旧オーステナイト粒径を小さくする効果を有す
る元素である。前記効果を得るためには、Ｔｉ含有量を０．００１％以上とすることが必
要である。一方、Ｔｉ含有量が０．０５０％を超えると、鋼の清浄度が低下し、その結果
、延性および靭性が低下する。そのため、Ｔｉを添加する場合、Ｔｉ含有量を０．００１
～０．０５０％とする。
【００４３】
Ｂ：０．０００１～０．０１００％
　Ｂは、極微量の添加で焼入れ性を向上させ、それにより鋼板の強度を向上させる効果を
有する元素である。前記効果を得るためには、Ｂ含有量を０．０００１％以上とする必要
がある。一方、Ｂ含有量が０．０１００％を超えると、溶接性が低下するとともに焼入れ
性も低下する。そのため、Ｂを添加する場合、Ｂ含有量を０．０００１～０．０１００％
とする。なお、Ｂ含有量は０．０００１～０．００５０％とすることが好ましい。
【００４４】
Ｖ：０．００１～１．００％
　Ｖは、鋼の焼入れ性を向上させる効果を有する元素である。前記効果を得るためには、
Ｖ含有量を０．００１％以上とする必要がある。一方、Ｖ含有量が１．００％を超えると
、溶接性が低下する。そのため、Ｖを添加する場合、Ｖ含有量を０．００１～１．００％
とする。
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【００４５】
Ｗ：０．０１～１．５％
　Ｗは、鋼の焼入れ性を向上させる効果を有する元素である。前記効果を得るためには、
Ｗ含有量を０．０１％以上とする必要がある。一方、Ｗ含有量が１．５％を超えると、溶
接性が低下する。そのため、Ｗを添加する場合、Ｗ含有量を０．０１～１．５％とする。
【００４６】
Ｃａ：０．０００１～０．０２００％
　Ｃａは、高温における安定性が高い酸硫化物を形成することで溶接性を向上させる元素
である。前記効果を得るためには、Ｃａ含有量を０．０００１％以上とする必要がある。
一方、Ｃａ含有量が０．０２００％を超えると、清浄度が低下して鋼の靭性が損なわれる
。そのため、Ｃａを添加する場合、Ｃａ含有量を０．０００１～０．０２００％とする。
【００４７】
Ｍｇ：０．０００１～０．０２００％
　Ｍｇは、高温における安定性が高い酸硫化物を形成することで溶接性を向上させる元素
である。前記効果を得るためには、Ｍｇ含有量を０．０００１％以上とする必要がある。
一方、Ｍｇ含有量が０．０２００％を超えると、Ｍｇの添加効果が飽和して含有量に見合
う効果が期待できず、経済的に不利となる。そのため、Ｍｇを添加する場合、Ｍｇ含有量
を０．０００１～０．０２００％とする。
【００４８】
ＲＥＭ：０．０００５～０．０５００％
　ＲＥＭ（希土類金属）は、高温における安定性が高い酸硫化物を形成することで溶接性
を向上させる元素である。前記効果を得るためには、ＲＥＭ含有量を０．０００５％以上
とする必要がある。一方、ＲＥＭ含有量が０．０５００％を超えると、ＲＥＭの添加効果
が飽和して含有量に見合う効果が期待できず、経済的に不利となる。そのため、ＲＥＭを
添加する場合、ＲＥＭ含有量を０．０００５～０．０５００％とする。
【００４９】
ＤＩ＊／ｔ≧１．２
　本発明においては、耐摩耗鋼板の成分組成が、さらに下記（１）式で定義されるＤＩ＊
と板厚ｔ［ｍｍ］とが、ＤＩ＊／ｔ≧１．２を満足することが重要である。ＤＩ＊は焼入
れ性を示す指標であり、この値が大きいほど焼入れ時の冷却速度が遅くてもマルテンサイ
トの割合が増加する。焼入れを行う際の板厚中心部のマルテンサイトを増加させ、高い板
厚中心硬度を確保するにはＤＩ＊／ｔ≧１．２とする必要がある。一方、ＤＩ＊／ｔの上
限は特に限定されないが、ＤＩ＊／ｔが大きすぎると溶接性が劣化する場合があるので、
ＤＩ＊／ｔを５０以下とすることが好ましい。
ＤＩ＊＝３３．８５×（０．１×Ｃ）0.5　×（０．７×Ｓｉ＋１）×（３．３３×Ｍｎ
＋１）×（０．３５×Ｃｕ＋１）×（０．３６×Ｎｉ＋１）×（２．１６×Ｃｒ＋１）×
（３×Ｍｏ＋１）×（１．７５×Ｖ＋１）×（１．５×Ｗ＋１）…（１）
（ただし、上記（１）式における各元素記号は当該元素の含有量（質量％）を表し、当該
元素が添加されていない場合は０とする）
【００５０】
　また、ＤＩ＊の下限値は特に限定されないが、焼入れ性を確保するという観点からは、
ＤＩ＊を３０以上とすることが好ましい。同様にＤＩ＊の上限値も特に規定されないが、
ＤＩ＊が高すぎると溶接性が劣化するため、ＤＩ＊は３００以下とすることが好ましい。
【００５１】
［組織］
　本願発明の耐摩耗鋼板は、上記成分組成を有することに加えて、前記耐摩耗鋼板の表面
から１ｍｍの深さにおけるマルテンサイトの体積率が９０％以上であり、前記耐摩耗鋼板
の板厚中心部における旧オーステナイト粒径が８０μｍ以下である組織を有する。鋼の組
織を上記のように限定する理由を以下に説明する。
【００５２】
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マルテンサイトの体積率：９０％以上
　マルテンサイトの体積率が９０％未満であると、鋼板の基地組織の硬度が低下するため
、耐摩耗性が低下する。そのため、マルテンサイトの体積率を９０％以上とする。マルテ
ンサイト以外の残部組織は特に限定されないが、フェライト、パーライト、オーステナイ
ト、ベイナイト組織が存在してよい。一方、マルテンサイトの体積率は高いほどよいため
、該体積率の上限は特に限定されず、１００％であってよい。なお、前記マルテンサイト
の体積率は、耐摩耗鋼板の表面から１ｍｍの深さの位置における値とする。前記マルテン
サイトの体積率は、実施例に記載した方法で測定することができる。
【００５３】
旧オーステナイト粒径：８０μｍ以下
　旧オーステナイト粒径が８０μｍを超えると、耐摩耗鋼板の耐遅れ破壊性が低下する。
これは、旧オーステナイト粒界の面積が減少する結果、旧オーステナイト粒界単位面積当
たりのＭｎ、Ｐ量が増加し、粒界脆化が顕著となるためである。そのため、旧オーステナ
イト粒径は８０μｍ以下とする。一方、旧オーステナイト粒径は小さいほどよいため、下
限は特に限定されないが、通常は１μｍ以上である。なお、前記旧オーステナイト粒径は
、耐摩耗鋼板の板厚中心部における旧オーステナイト粒の円相当直径とする。前記旧オー
ステナイト粒径は、実施例に記載した方法で測定することができる。
【００５４】
［ブリネル硬さ］
ブリネル硬さ：３６０～４９０　ＨＢＷ　１０／３０００
　鋼板の耐摩耗性は、該鋼板表層部における硬度を高めることにより向上させることがで
きる。鋼板表層部における硬度がブリネル硬さで３６０　ＨＢＷ未満では、十分な耐摩耗
性を得ることができない。一方、鋼板表層部における硬度が４９０　ＨＢＷを超えると曲
げ加工性が劣化する。そのため、本発明では鋼板表層部における硬度を、ブリネル硬さで
３６０～４９０　ＨＢＷ以下とする。なお、ここで前記硬度は、耐摩耗鋼板の表面から１
ｍｍの深さの位置におけるブリネル硬さとする。
【００５５】
　また、本発明の耐摩耗鋼板は、板厚中心部においても表層と同様に高い硬度を有してい
る。具体的には、板厚中心部におけるブリネル硬さが、表層から１ｍｍの深さにおけるブ
リネル硬さの７５％以上である。板厚中心部におけるブリネル硬さは、表層から１ｍｍの
深さにおけるブリネル硬さの７８％以上であることが好ましく、８０％以上であることが
より好ましく、８３％以上であることが更に好ましい。一方、板厚中心部におけるブリネ
ル硬さは高いほどよいため、その上限は特に限定されないが、通常は表層から１ｍｍの深
さにおけるブリネル硬さの１００％以下である。
【００５６】
　上記ブリネル硬さは、直径１０ｍｍのタングステン硬球を使用し、荷重３０００Ｋｇｆ
で測定した値（ＨＢＷ　１０／３０００）とする。該ブリネル硬さは、実施例に記載した
方法で測定することができる。
【００５７】
［中心偏析］
　さらに本願発明では、板厚中心偏析部における、Ｍｎの含有量［Ｍｎ］（質量％）とＰ
の含有量［Ｐ］（質量％）とが、下記（２）式を満足することが重要である。
　　　　　　　　０．０４［Ｍｎ］＋［Ｐ］＜０．５５　…　（２）
【００５８】
　上述したように、ガス切断後の遅れ破壊は、板厚中心偏析部のうち粒界脆化元素である
Ｍｎ、Ｐが顕著に偏析した箇所を起点として発生する。また、さらなる検討の結果、粒界
脆化に及ぼすＰの影響はＭｎに比べて大きいことが明らかとなった。そこで、板厚中心偏
析部におけるＭｎおよびＰの濃度を、上記（２）式を満たすように制御することによって
、耐ガス切断割れ性を向上させることができる。一方、（０．０４［Ｍｎ］＋［Ｐ］）の
値の下限は特に限定されない。しかし、通常、［Ｍｎ］は鋼板全体におけるＭｎ含有量［
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Ｍｎ］0以上、［Ｐ］は鋼板全体におけるＰ含有量［Ｐ］0以上であるため、０．０４［Ｍ
ｎ］0＋［Ｐ］0≦０．０４［Ｍｎ］＋［Ｐ］となる。なお、前記板厚中心偏析部における
ＭｎおよびＰの濃度［Ｍｎ］、［Ｐ］は、実施例に記載した方法で測定することができる
。なお、温度条件に関しては、特に断らない限り伝熱計算により計算した板厚中心部の温
度である。
【００５９】
［製造方法］
　次に、本発明の耐摩耗鋼板の製造方法について説明する。本発明の耐摩耗鋼板は、熱間
圧延後に再加熱焼入れ（ＲＱ）を行う方法と、熱間圧延後に直接焼入れ（ＤＱ）を行う方
法の、いずれによっても製造することができる。
【００６０】
　再加熱焼入れを行う本発明の一実施形態においては、以下の各工程を順次行うことによ
り前記耐摩耗鋼板を製造することができる。
（１）溶鋼を連続鋳造してスラブとする連続鋳造工程、
（２）前記スラブを１０００℃～１３００℃に加熱する加熱工程、
（３）前記加熱されたスラブを熱間圧延して熱延鋼板とする熱間圧延工程、
（４－１）前記熱延鋼板を再加熱焼入れ温度まで再加熱する再加熱工程、および
（４－２）前記再加熱された熱延鋼板を焼入れする焼入れ工程。
【００６１】
　また、直接焼入れを行う本発明の他の実施形態においては、以下の各工程を順次行うこ
とにより前記耐摩耗鋼板を製造することができる。
（１）溶鋼を連続鋳造してスラブとする連続鋳造工程、
（２）前記スラブを１０００℃～１３００℃に加熱する加熱工程、
（３）前記加熱されたスラブを熱間圧延して熱延鋼板とする熱間圧延工程、
（４）前記熱延鋼板を直接焼入れする直接焼入れ工程。
【００６２】
　いずれの実施形態においても、前記スラブの成分組成は上述したとおりとする。また、
前記連続鋳造工程においては、スラブの最終凝固位置よりも上流側で、圧下勾配が０．４
ｍｍ／ｍ以上の軽圧下を２回以上行う。さらに、再加熱焼入れを行う場合の再加熱焼入れ
温度はＡｃ3～１０５０℃、直接焼入れを行う場合の直接焼入れ温度はＡｃ3以上とする。
また、再加熱焼入れ、直接焼入れのいずれにおいても、７５０～３００℃の間での平均冷
却速度が、鋼板の板厚をｔ［ｍｍ］としたとき、５０００×ｔ-1.8℃／ｓ以上とする。以
下、各条件の限定理由を説明する。なお、以下の説明における温度は、特に断らない限り
、板厚中心部における温度を指す。板厚中心部における温度は、伝熱計算により求めるこ
とができる。また、特に断らない限り、以下の説明は再加熱焼入れを行う場合と直接焼入
れを行う場合で共通とする。
【００６３】
軽圧下：スラブの最終凝固位置よりも上流側において、圧下勾配が０．４ｍｍ／ｍ以上の
軽圧下を２回以上行う。
　図１に示すような連続鋳造機で製造されるスラブの中心偏析は、凝固進行時に固相／液
相界面で溶鋼へ合金元素が濃化していき、最終凝固位置で著しく濃化した溶鋼が凝固する
ことで形成される。そのため、図２に示すように、連続鋳造機でスラブの最終凝固位置よ
りも上流側において、連続鋳造ラインの上流側から下流側に向かってロールギャップが狭
くなるように徐々に圧下していくことで、合金元素の濃化した溶鋼を上流側に押し流し、
既に凝固済の部分を圧着させることで中心偏析を軽減することが出来る。その効果を得る
ためには、スラブの最終凝固位置よりも上流側において、圧下勾配が０．４ｍｍ／ｍ以上
の軽圧下を２回以上行う、すなわち図２中の、（ｄｔa＋ｄｔb）／Ｌが０．４ｍｍ／ｍ以
上となるような圧下を２回以上行う必要がある。圧下勾配が０．４ｍｍ／ｍ以上の軽圧下
を行う回数が１以下であると、未凝固部の溶鋼を上流側へ押し流す効果が不十分となり、
軽圧下による偏析低減効果が不十分となる。そのため、上記（１）連続鋳造工程において
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、スラブの最終凝固位置よりも上流側で、圧下勾配が０．４ｍｍ／ｍ以上の軽圧下を２回
以上行う。一方、圧下勾配が０．４ｍｍ／ｍ以上の軽圧下を行う回数の上限は特に限定さ
れないが、軽圧下ロール設置の対費用効果の観点から３０回以下とすることが好ましい。
また、当該圧下における圧下勾配の上限も特に限定されないが、軽圧下ロールの設備保護
の観点から１０．０ｍｍ／ｍ以下とすることが好ましい。なお、スラブの最終凝固位置は
スラブに電磁超音波を透過させることで検出することができる。
【００６４】
加熱温度：１０００～１３００℃
　上記（２）加熱工程における加熱温度が１０００℃より低いと、熱間圧延工程における
変形抵抗が増加するため、生産性が低下する。一方、前記加熱温度が１３００℃よりも高
いと密着性の高いスケールが生成するため、デスケーリング不良が発生し、その結果、得
られる鋼板の表面性状が劣化する。そのため、前記加熱温度を１０００～１３００℃とす
る。
【００６５】
　熱間圧延条件：板厚中心部の温度が９５０℃以上において圧延形状比が０．７以上かつ
圧下率が７％以上の圧下を３回以上行う
　連続鋳造時の軽圧下によるスラブの偏析低減のみでは、耐遅れ破壊性に優れる偏析状態
を得るのは不可能であるため、熱間圧延時の偏析軽減効果も合わせて活用することが必要
である。鋼を９５０℃以上の高温で圧下率が７％以上の強圧下を計３回以上行うことで、
ひずみの導入とオーステナイト組織の再結晶による原子拡散の促進による偏析低減効果が
得られる。一方、圧延温度が９５０℃以下あるいは圧下率が７％以上の圧下が３回未満で
は、組織の再結晶が不十分となるため偏析低減効果が得られない。一方、圧下率の上限は
特に限定されないが、圧延機保護のため４０％以下とすることが好ましい。通常、鋼中の
炭素濃度が高くなると、液相線温度と固相線温度間の温度範囲が広くなるため、偏析の進
行する固相、液相共存状態での滞留時間が長くなり合金元素や不純物元素の中心偏析は増
加する。しかしながら、上記軽圧下と熱間圧延を組み合わせることで耐摩耗鋼のように炭
素濃度が高い場合においても耐遅れ破壊性が良好となるまで中心偏析を低減することが可
能となる。
【００６６】
　また、圧延工程において鋼板に導入される歪みは板厚方向に対して均一ではなく、下式
で示される圧延形状比（ｌｄ／ｈm）によって板厚方向の分布が決まる。
ｌｄ／ｈm＝｛Ｒ（ｈi－ｈ0）｝1/2／　｛（ｈi＋２ｈ0）／３｝
ここで、各記号はそれぞれ各圧延パス時のｌｄ：投影接触弧長、ｈm：平均板厚、Ｒ：ロ
ール半径、ｈi：入側板厚、ｈ0：出側板厚、である。
中心偏析の存在する板厚中心部に圧延によるひずみを加えるには、下式で示される圧延形
状比（ｌｄ／ｈm）を０．７以上とする必要がある。一方、圧延形状比が０．７未満であ
ると、圧延時に鋼板表層に加わる歪みが増加し、鋼板の板厚中心部に導入される歪みが減
少することで、組織の再結晶が不十分となるため、必要な偏析低減効果が得られない。そ
のため、圧延形状比を０．７以上とした。なお、圧延形状比を大きくするには、ロール半
径を大きくする、あるいは圧下量を大きくすればよい。一方、圧延形状比の上限は特に限
定されないが、圧延機保護のため３．５以下とすることが好ましい。
【００６７】
再加熱焼入れ温度：Ａｃ3～１０５０℃
　再加熱焼入れを行う場合、上記（４－１）再加熱工程における加熱温度（再加熱焼入れ
温度）がＡｃ3点より低いと、熱間圧延後の組織が未変態のままが残存するため所定のマ
ルテンサイト主体組織が得られなくなり、硬度が低下することで耐摩耗性が低下する。一
方、加熱温度が１０５０℃よりも高いと、加熱中にオーステナイト粒が粗大化するため、
焼入れ後の旧オーステナイト粒径が８０μｍよりも大きくなってしまう。そのため、再加
熱焼入れ温度はＡｃ3～１０５０℃とする。
【００６８】
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直接焼入れ温度：Ａｃ3以上
　直接焼入れを行う場合、上記（４）の直接焼入れ工程における焼入れ温度（直接焼入れ
温度）がＡｃ3点より低いと、マルテンサイト以外の組織の割合が増え、所定のマルテン
サイト主体組織が得られなくなり、硬度が低下することで耐摩耗性が低下する。そのため
、直接焼入れ温度をＡｃ3以上とする。一方、直接焼入れ温度の上限は特に限定されない
が、熱間圧延時の加熱温度の上限が１３００℃のため１３００℃以下である。なお、ここ
で「直接焼入れ温度」とは焼入れ開始時における鋼板の表面温度とする。前記直接焼入れ
温度は、焼入れの直前に放射温度計を用いて測定することができる。
【００６９】
７５０～３００℃の間での平均冷却速度：５０００×ｔ-1.8℃／ｓ以上
　再加熱焼入れ、直接焼入れのいずれの場合においても、焼入れ工程における７５０～３
００℃の間での平均冷却速度が５０００×ｔ-1.8℃／ｓ未満であると、焼入れ後の鋼板の
板厚中心部のマルテンサイト率が減少し、硬度が低下する。そのため、焼入れ工程におけ
る７５０～３００℃の間での平均冷却速度を５０００×ｔ-1.8℃／ｓ以上とする。一方、
前記平均冷却速度の上限は特に限定されないが、一般的な設備では、平均冷却速度が３０
０℃／ｓを超えると、鋼板の長手方向および板幅方向での組織のバラツキが著しく大きく
なるため、前記平均冷却速度を３００℃／ｓ以下とすることが好ましい。
【００７０】
　　前記焼入れ工程における冷却停止温度は特に限定されないが、冷却停止温度が３００
℃よりも高い場合、マルテンサイト組織率が低下し鋼板の硬度が低下する場合があるため
、３００℃以下とすることが好ましい。一方、冷却停止温度の下限は特に限定されないが
、不必要に冷却をし続けると製造効率が低下するため冷却停止温度を５０℃以上とするこ
とが好ましい。
【００７１】
　さらに、再加熱焼入れ、直接焼入れのいずれの場合においても、焼入れ工程の後に、
（５）焼入れされた熱延鋼板を、１００～３００℃の温度まで焼戻す工程を設けることも
できる。
【００７２】
焼戻し温度：１００～３００℃
　前記焼戻し工程における焼戻し温度を１００℃以上とすることにより、鋼板の靭性と加
工性を向上させることができる。一方、焼戻し温度が３００℃より高いと、マルテンサイ
ト組織の軟化が著しく起こり、その結果、耐摩耗性の低下が起きる。そのため、焼戻し温
度を１００～３００℃とする。
【００７３】
　前記焼戻し温度まで加熱した後は、鋼板を空冷することができる。なお、前記焼戻し工
程における均熱保持時間は特に限定されないが、焼戻しの効果を高めるという観点からは
、１分以上とすることが好ましい。一方、長時間の保持は硬度低下に繋がるため、均熱保
持時間は３時間以内とすることが好ましい。
【実施例】
【００７４】
　次に、実施例に基づいて本発明をさらに具体的に説明する。以下の実施例は、本発明の
好適な一例を示すものであり、本発明は、該実施例によって何ら限定されるものではない
。
【００７５】
　まず、連続鋳造法により、表１に示す成分組成のスラブを製造した。一部のスラブの製
造時には、板厚中心部の偏析を低減するために、スラブの最終凝固位置よりも上流側で、
圧下勾配が０．４ｍｍ／ｍ以上の軽圧下を行った。前記軽圧下の条件を表２に示す。なお
、表２に示したＡｃ3温度は下式より求めた値である。
Ａｃ3（℃）＝９３７－５７２２．７６５（[Ｃ]／１２．０１－[Ｔｉ]／４７．８７）＋
５６[Ｓｉ]－１９．７[Ｍｎ]－１６．３[Ｃｕ]－２６．６[Ｎｉ]－４．９[Ｃｒ]＋３８．
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１[Ｍｏ]＋１２４．８[Ｖ]－１３６．３[Ｔｉ]－１９[Ｎｂ]＋３３１５[Ｂ]
ここで、［Ｍ］は元素Ｍの含有量（質量％）であり、元素Ｍが添加されていない場合には
、［Ｍ］＝０とする。
【００７６】
　次に、得られたスラブに対して、加熱、熱間圧延、再加熱、直接焼入れあるいは再加熱
焼入れの各処理を順次施して鋼板を得た。さらに、一部の鋼板については、焼入れ後に焼
戻しのための再加熱を行った。各工程における処理条件は、表２に示した通りである。な
お、焼入れにおける冷却は板を通板しながら鋼板の表裏面より高流量の水を噴射して行っ
た。焼入れ時の冷却速度は焼入れ時の冷却速度は伝熱計算により求めた７５０～３００℃
の間での平均冷却速度であり、冷却は３００℃以下まで行った。
【００７７】
　得られた鋼板のそれぞれについて、以下に記す方法で、板厚中心偏析部におけるＭｎお
よびＰの含有量、マルテンサイトの体積率、および旧オーステナイト粒径を測定した。測
定結果を表３に示す。
【００７８】
［板厚中心偏析部におけるＭｎおよびＰの含有量］
　測定用サンプルを作成するために、得られた鋼板の、板幅方向、板厚方向の両方におけ
る中央部分を、板幅方向における幅が５００ｍｍ、板厚方向における厚さが３ｍｍの直方
体形状となるように切り出した。切り出された鋼を、さらに板幅方向に２０等分となるよ
うに切断し、板幅方向における幅が２５ｍｍの測定用サンプル２０個を得た。前記測定用
サンプルの圧延方向と直角な面（板幅方向における幅２５ｍｍ×板厚方向における厚さ３
ｍｍ）を鏡面研磨した後、直ちに前記鏡面研磨された面を測定面として、電子線マイクロ
アナライザー（ＥＰＭＡ）による定量分析を行った。
【００７９】
　ＥＰＭＡによる測定の条件は以下の通りとした。下記測定範囲における（０．０４［Ｍ
ｎ］＋［Ｐ］）の最大値を、本発明における（０．０４［Ｍｎ］＋［Ｐ］）の値とした。
（ＥＰＭＡ測定条件）
　加速電圧：２０ｋＶ、
　照射電流：０．５μＡ、
　積算時間：０．１５秒、
　ビーム径：１５μｍ、
　測定範囲：高さ３ｍｍ×幅２５ｍｍ×２０サンプル。
【００８０】
［マルテンサイトの体積率］
　鋼板の耐摩耗性は、主に表層部分の硬度によって決まる。そのため、表面から１ｍｍの
深さの位置が観察位置となるよう、上述のようにして得られた各鋼板の幅方向中央からサ
ンプルを採取した。前記サンプルの表面を鏡面研磨し、さらにナイタール腐食した後、走
査型電子顕微鏡（ＳＥＭ）を用いて１０ｍｍ×１０ｍｍの範囲を撮影した。撮影された像
を画像解析装置を用いて解析することによってマルテンサイトの面積分率を求め、その値
を本発明におけるマルテンサイトの体積率とした。
【００８１】
［旧オーステナイト粒径］
　旧オーステナイト粒径を測定するためのサンプルは、の幅方向中央、ガス切断割れの起
点となる中心偏析が存在する板厚中心部から採取した。得られたサンプルの表面を鏡面研
磨し、さらにピクリン酸で腐食した後、光学顕微鏡を用いて１０ｍｍ×１０ｍｍの範囲を
撮影した。撮影された像を、画像解析装置を用いて解析することにより旧オーステナイト
粒径を求めた。なお、前記旧オーステナイト粒径は、円相当直径として算出した。
【００８２】
　さらに、得られた鋼板のそれぞれについて、以下に記す方法で、硬度と耐遅れ破壊特性
を評価した。評価結果は、表３に示した通りである。
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［硬度（ブリネル硬さ）］
　耐摩耗性の指標として、鋼板の表層部と板厚中心部における硬度を測定した。測定に用
いた試験片は、それぞれ鋼板の表面から１ｍｍの深さの位置または板厚中心位置が試験面
となるよう、上述のようにして得られた各鋼板から採取した。前記試験片の試験面を鏡面
研磨した後、ＪＩＳ　Ｚ２２４３（２００８）に準拠してブリネル硬さを測定した。測定
には直径１０ｍｍのタングステン硬球を使用し、荷重は３０００Ｋｇｆとした。
【００８４】
［耐遅れ破壊特性評価試験］
　マルテンサイトを主体とする組織が約４００℃に昇温されると、旧オーステナイト粒界
近傍に存在するＰ原子が旧オーステナイト粒界に拡散することで粒界が脆化する焼戻し脆
化が生じる。鋼板の中心偏析部には他の部分に比べて高濃度のＰが存在するため、前記焼
戻し脆化は中心偏析部において最も顕著となる。鋼板をガス切断する場合、切断面近傍で
は、この焼戻し脆化領域が不可避的に生じ、さらにガス切断に用いたガス中に含まれる水
素がガス切断面から侵入していくことで、水素脆化も生じる。ガス切断後の遅れ破壊は、
これらの焼戻し脆化と水素脆化により著しく脆化した旧オーステナイト粒界割れを起点と
して発生する。
【００８５】
　したがって、焼戻し脆化と水素脆化後の耐遅れ破壊特性を評価するために、以下の手順
で試験を行った。まず、鋼板を４００℃に昇温後空冷し焼戻し脆化処理を与えた後、板幅
中央の板厚中心部から試験片長さが板幅方向と平行になるように、平行部の径が５ｍｍ、
平行部長さ３０ｍｍとしたＪＩＳ１４Ａ号丸棒引張試験片（ＪＩＳ　Ｚ２２４１（２０１
４））を採取した。さらに、丸棒引張試験片を２５℃の１０％チオシアン酸アンモニウム
水溶液に７２時間浸漬させて、水素を引張試験片に吸収させた。その後、引張試験片から
の水素の放散を防ぐために、ＺｎＣｌ2、ＮＨ4Ｃｌからなるめっき浴にて、引張試験片表
面に１０～１５μｍ厚さの亜鉛めっきを施した。得られた引張試験片を用いて、ひずみ速
度１．１×１０-5／秒にて引張試験を行い、破断後の絞り率をＪＩＳ　Ｚ２２４１（２０
１４）に準拠して測定した。なお、引張試験は各５回ずつ行い、その絞りの平均値を評価
に用いた。また、前記引張試験片と同条件で水素吸収を行ったサンプルを用い、昇温式水
素分析装置にて４００℃まで昇温を行った際の総水素放出量は０．８～１．１ｐｐｍであ
った。
【００８６】
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【表１】

【００８７】
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【表２】

【００８８】
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【表３】

【００８９】
　表３に示した結果から分かるように、本発明の条件を満たす耐摩耗鋼板は、ブリネル硬
さ３６０　ＨＢＷ　１０／３０００以上の優れた表層硬度と、板厚中心部の硬度が表層硬
度の７５％以上という優れた内部硬度、焼戻し脆化と水素脆化処理を受けた後の引張試験
における絞りが１０％以上という優れた延性、すなわち耐遅れ破壊特性とを兼ね備えてい
た。なお、前記絞りは高いほど好ましいため、その上限は特に限定されないが、通常は５
０％以下である。これに対して、本発明の条件を満たさない比較例の鋼板は、硬度および
耐遅れ破壊特性の少なくとも一方が劣位であった。
【００９０】
　例えば、Ｎｏ．１７、２９の鋼板は、軽圧下条件が不適であるため、粒界脆化元素であ
るＭｎ、Ｐの中心偏析の度合いが大きく、耐遅れ破壊特性が劣っている。Ｃ含有量が低い
Ｎｏ．１８の鋼板では、マルテンサイト基地中の固溶Ｃ量が少なくなるため硬度が劣って
いる。Ｎｏ．１９、３０の鋼板は、ＤＩ＊／ｔの値が小さいため、急冷による焼入れを行
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っても板厚中心部のマルテンサイト率が低くなるため板厚中心部硬度が劣っている。Ｎｏ
．２０、３１の鋼板は、熱間圧延時の強圧下が不足しているため、粒界脆化元素であるＭ
ｎ、Ｐの中心偏析の度合いが大きく、耐遅れ破壊特性が劣っている。Ｎｏ．２１の鋼板は
、再加熱焼入れ温度が高いため、旧オーステナイト粒径が大きくなり、その結果、耐遅れ
破壊特性が劣っている。Ｎｏ．２２の鋼板は、再加熱焼入れ温度がＡｃ3よりも低いため
、マルテンサイト体積率が低くなり、その結果、硬度が劣っている。Ｎｏ．２３の鋼板は
、再加熱焼入れ時の冷却速度が低いため、板厚中心部でのマルテンサイト率が低くなるた
め、板厚中心部硬度が劣っている。Ｎｏ．２４、３４の鋼板は、焼戻し温度が高いため、
軟化が起こり、その結果、硬度が劣っている。Ｎｏ．３２の鋼板は、直接焼入れ温度がＡ
ｃ3よりも低いため、マルテンサイト体積率が低くなり、その結果、硬度が劣っている。
Ｎｏ．３３の鋼板は、直接焼入れ時の冷却速度が低いため、板厚中心部でのマルテンサイ
ト率が低くなるため、板厚中心部硬度が劣っている。
【符号の説明】
【００９１】
　１　連続鋳造機
　２　タンディッシュ
　３　溶鋼
　４　鋳型
　５　ロール
　６　未凝固層
　７　スラブ（凝固済領域）
　８　最終凝固位置
　９　圧延ロール

【図１】 【図２】
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